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■ ３. 有無で評価する調査項目 

(1) 有無で評価する調査項目の選択基準 

有無で評価する調査項目は、各群に少数の項目が分散しているが、多くは第４群に属している。す

なわち、精神・行動障害の有無を評価する項目が中心となっている。 
 

21 項目 有 無 で 評 価 す る 調 査 項 目 

（3） 有無で評価する調査項目（21 項目） 

「1-1 麻痺等の有無（左上肢、右上肢、左下肢、右下肢、その他（四肢の欠損））」

「1-2 拘縮の有無（肩関節、股関節、膝関節、その他（四肢の欠損））」 
「2-12 外出頻度」 
「3-8 徘徊」 
「3-9 外出すると戻れない」 
「4-1 物を盗られたなどと被害的になる」 
「4-2 作話」 
「4-3 泣いたり、笑ったりして感情が不安定になる」 
「4-4 昼夜の逆転がある」 
「4-5 しつこく同じ話をする」 
「4-6 大声をだす」 
「4-7 介護に抵抗する」 
「4-8 「家に帰る」等と言い落ち着きがない」 
「4-9 一人で外に出たがり目が離せない」 
「4-10 いろいろなものを集めたり、無断でもってくる」 
「4-11 物を壊したり、衣類を破いたりする」 
「4-12 ひどい物忘れ」 
「4-13 意味もなく独り言や独り笑いをする」 
「4-14 自分勝手に行動する」 
「4-15 話がまとまらず、会話にならない」 
「5-4 集団への不適応」 
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◆調査項目の選択肢の選択及び「特記事項」記載の流れ 

 
 

(2) 麻痺等の有無・拘縮の有無 

① 調査対象者に対し確認動作で確認した場合 

調査対象者に対し、実際に確認動作で確認した状況と、調査対象者や介護者から聞き取りした日頃

の状況とが異なる場合は、調査対象者に実際に確認動作で確認した状況で選択する。 
その場合、調査対象者に実際に確認動作で確認した状況と、日頃の状況との違い、選択した根拠等

について、具体的な内容を「特記事項」に記載する。 
 

② 調査対象者に対し確認動作による確認ができなかった場合 

調査対象者に確認動作による確認ができなかった場合は、その理由や状況について、具体的な内

容を「特記事項」に記載する。 
一定期間（調査日より概ね過去１週間）の状況において、より頻回に見られる状況や日頃の状況で

選択する。 
また、調査対象者や介護者からの聞き取り内容、選択した根拠等についても、具体的な内容を「特

記事項」に記載する。 
 

(3) 精神・行動障害等 

① 聞き取りによる確認ができる場合 

調査対象者や介護者から聞き取りした日頃の状況で選択する。調査時に実際に行動が見られた場合
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は、その状況について特記事項に記載する。 
その場合、聞き取りにより把握した状況、実際に確認した状況と日頃の状況との違い、選択した根

拠等について、具体的な内容を「特記事項」に記載する。一定期間（調査日より概ね過去１か月間）

の状況において、より頻回に見られる状況や日頃の状況で選択する（ただし、「特別な医療」は 14 日

間、「外出頻度」は３か月とする）。 
 

② 聞き取りによる確認ができない場合 

有無の確認ができなかった場合は、「ない」を選択し、確認ができなかった理由等を「特記事項」

に記載する。 
 

(4) 特記事項の記載において特に留意すべき点 

有無の項目（精神・行動障害等）は、その有無だけで介護の手間が発生しているかどうかは必ずし

も判断できないため、二次判定で介護の手間を適切に評価するためには、特記事項に、それらの有無

によって発生している介護の手間を、頻度もあわせて記載する必要がある。また介護者が特に対応を

とっていない場合などについても特記事項に記載する。 
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第 1群 身体機能・起居動作 

 
「第 1 群 身体機能・起居動作」は、麻痺等や拘縮による四肢の機能や、寝返り、起き上がり、座

位保持、立位保持、歩行等の起居動作機能、また視力、聴力の機能等の身体機能・起居のための動作

の能力に関して調査を行う項目の群（グループ）である。この群は、高齢者が生活をしていく上で必

要とされる基本的な生活動作の評価を行うことになる。 
この群は、３軸の評価基準を網羅しているが、能力による評価軸が多い。 
介助の方法が評価軸による調査を必要とするのは、洗身、つめ切りの２項目である。有無が評価軸

となっているのは、麻痺、拘縮の部位ごとの評価であり、これらは、合計で 9 項目ある。 
 

 
 
 

 「1-1  麻痺（５）」 ○ ○
 「1-2  拘縮（４）」 ○ ○
 「1-3  寝返り」 ○ ○
 「1-4  起き上がり」 ○ ○
 「1-5  座位保持」 ○ ○
 「1-6  両足での立位」 ○ ○
 「1-7  歩行」 ○ ○
 「1-8  立ち上がり」 ○ ○
 「1-9  片足での立位」 ○ ○
 「1-10  洗身」 ○ ○
 「1-11  つめ切り」 ○ ○
 「1-12  視力」 ○ ○
 「1-13  聴力」 ○ ○

①ＡＤＬ・
起居動作

②認知 ③行動 ④社会生活

評価軸 調査内容

身体機能・
起居動作

①能力 ②介助 ③有無 ⑤医療
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評価軸 ：③有無 

１－１ 

麻痺等の有無 

１．ない 

２．左上肢 

３．右上肢 

４．左下肢 

５．右下肢 

６．その他（四肢の欠損） 

(1) 調査項目の定義 

「麻痺等の有無」を評価する項目である。 
ここでいう「麻痺等」とは、神経又は筋肉組織の損傷、疾病等により、筋肉の随意的な運動機能が

低下又は消失した状況をいう。 
脳梗塞後遺症等による四肢の動かしにくさ（筋力の低下や麻痺等の有無）を確認する項目である。 
 

(2) 選択肢の選択基準 

「１．ない」 

・麻痺等がない場合は、「1.ない」とする。 

 

「２．左上肢」、「３．右上肢」、「４．左下肢」、「５．右下肢」 

・麻痺等や筋力低下がある場合は、「2.左上肢」から「5．右下肢」の中で該当する部位を選択す

る。 

・複数の部位に麻痺等がある場合（片麻痺、対麻痺、三肢麻痺、四肢麻痺等）は「2.左上肢」「3.
右上肢」「4.左下肢」「5.右下肢」のうち、複数を選択する。 

・各確認動作で、努力して動かそうとしても動かない、あるいは目的とする確認動作が行えない

場合に該当する項目を選択する。 

 

「６．その他（四肢の欠損）」 

・四肢の欠損（肘、膝より下位の部位）がある場合にのみ「6.その他（四肢の欠損）」を選択す

る。 

・「6.その他（四肢の欠損）」を選択した場合は、必ず部位や状況等について具体的に「特記事項」

に記載する。 

 

(3) 調査上の留意点及び特記事項の記載例 

手指の麻痺等に関しては、この項目には該当しない。 
冷感等の感覚障害は含まない。 
えん下障害は、「2-3 えん下」において評価する。 
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福祉用具（補装具や介護用品等）や器具類を使用している場合は、使用している状況で選択する。 
麻痺等には、加齢による筋力の低下、その他の様々な原因による筋肉の随意的な運動機能の低下が

含まれる。 
意識障害等で、自分の意思で四肢を十分に動かせないために目的とする確認動作が行えない場合も

含む。 
パーキンソン病等による筋肉の不随意な動きによって随意的な運動機能が低下し、目的とする確認

動作が行えない場合も含まれる。 
関節に著しい可動域制限があり、関節の運動ができないために目的とする確認動作が行えない場合

も含む。なお、軽度の可動域制限の場合は、関節の動く範囲で行う。 
あくまでも、目的とする確認動作が行えるか否かで選択するものであり、「主治医意見書」の麻痺

に関する同様の項目とは、選択の基準が異なることに留意すること。 
切断等による四肢の欠損がある場合に「6.その他（四肢の欠損）」を選択し、必ず部位や状況等につ

いて「特記事項」にその部位と状況を具体的に記載する。 
頸部、体幹、手指、手首関節などの動かしにくさに関してはこの項目に該当しない。 
ただし、「手指、足趾」の欠損は該当しない。 
四肢以外の麻痺等および欠損は該当しない。 
日常生活上での支障に関しては評価しない。支障がある場合は、特記事項に記載する。 
 

① 調査対象者に実際に行ってもらった場合 

調査対象者に実際に行ってもらった状況と、調査対象者や介護者から聞き取りした日頃の状況とが

異なる場合は、調査対象者に実際に行ってもらった状況で選択する。 
その場合、調査対象者に実際に行ってもらった状況と、日頃の状況の違い、選択した根拠等につい

て、具体的な内容を「特記事項」に記載する。 
この項目は、「図 1-1」から「図 1-5」の「上肢の麻痺等の有無の確認方法」及び「下肢の麻痺等の

有無の確認方法」に示す動作が行えるかどうかで選択する。 
深部感覚の障害等により運動にぎこちなさがある場合であっても、確認動作が行えるかどうかで選

択する（傷病名、疾病の程度は問わない）。 
確認動作は、通常対象部位の関節を伸ばした状態で選択するが、拘縮で肘が曲がっている場合、可

能な限り肘関節を伸ばした状態で行い、評価をし、状況については特記事項に記入する。また、強直

（曲げることも伸ばすこともできない状態）の場合は、その状態で行い、状況については特記事項に

記入する。 
 

② 調査対象者に実際に行ってもらえなかった場合 

調査対象者に実際に行ってもらえなかった場合は、その理由や状況について、具体的な内容を「特

記事項」に記載する。 
一定期間（調査日より概ね過去１週間）の状況において、より頻回に見られる状況や日頃の状況で

選択する。 
また、調査対象者や介護者からの聞き取り内容、選択した根拠等についても、具体的な内容を「特

記事項」に記載する。 
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◆特記事項の例◆ 
重度の寝たきりで、意識障害があり意思疎通ができず、自分の意志で四肢等を全く動かせない
ため、「2.左上肢」「3.右上肢」「4.左下肢」「5.右下肢」が「あり」を選択する。 

調査時、体調が少し悪く、関節等の痛みがあるとのことで、調査対象者に実際に行ってもらえ
なかった。調査対象者と家族に、上肢と下肢の麻痺等の有無の確認方法に示す動作が行えるか
どうか確認し、全てできるということで、「麻痺等の有無」は全て「1．ない」を選択する。 

 
 ◆上肢の麻痺等の有無の確認方法 

■ 測定（検査）肢位： 図 1-1、1-2 に示す座位または図 1-3 に示す仰臥位（仰向け）で行う 
■ 測定（検査）内容： 座位の場合は、肘関節を伸ばしたままで腕を前方及び、横に持ち上げられる

かどうかを確認する（肘関節伸展位で肩関節の屈曲及び外転）。どちらかがで

きなければ「あり」とする。仰臥位の場合は、腕を持ち上げられるかで確認す

る。 
肩の高さくらいにまで腕を上げることができるかどうかで選択を行う。円背

の場合には、あごの高さくらいまで腕（上肢）を上げることができれば「ない」

とする。 
① 前方に腕（上肢）を挙上する（図 1-１） 

  
図 1-1-1 

② 横に腕（上肢）を挙上する（図 1-２） 

  
図 1-２ 

① 前方に腕（上肢）を挙上する（円背の場合）

（図 1-1-2） 

  
図 1-1-2  

認定調査員は対象者の前方に位置し、認定調査員の手を触れるように指示する。 
 認定調査員は相対して座り、動きを行って見せ、対象者に行ってもらう、 
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認定調査員の声かけ例 
 「右腕を、肘を伸ばしたまま肩の高さまで（私の手に触れるように）前方に挙げてください」 
 「次に左腕を、肘を伸ばしたまま肩の高さまで前方に挙げてください」 

①´ （仰臥位（仰向け）で行う場合）前方頭上に腕を挙上する（図 1-3） 
 
 
 

 
図 1-3 

 上肢を体側に添っておき、その位置から肘関節を伸

ばしたまま腕を持ち上げてもらう。（肘関節伸展位で

の前方挙上） 
 
認定調査員の声かけ例 
 「右腕を頭の上の方へ、挙げてください．肘を伸ば

した状態で耳の後ろの方まで挙げるつもりで行って

ください」「左腕でも同じように頭の上の方へ肘を伸

ばしたままで挙げてください」 

 
◆下肢の麻痺等の有無の確認方法 

■ 測定肢位： 図 1-４に示す座位または図 1-５に示す仰臥位（仰向け）で行う。 
■ 測定内容： 膝を伸ばす動作により下肢を挙上できるかを確認する（股・膝関節屈曲位での膝関節

の伸展）。脚の持ち上げを確認する調査項目であり、挙上した脚が完全に伸展する必

要はない。 
股関節および膝関節屈曲位から膝関節の伸展（下腿を挙上する） 
① 座位で膝が伸ばせるかを確認する。

（股関節屈曲位からの膝関節の伸展） 
（図 1-４） 

  
図 1-4 

② 仰向けで膝の下に枕等を入れて膝から下（下腿）

を持ち上げられるかを確認する。 
（仰臥位での股・膝関節屈曲位からの膝関節の伸展）

（図 1-５） 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 1-5 

認定調査員の声かけ例 
「右足を、膝から下を伸ばして（つま先が私の手に触れるように）前方に挙げてください」 
「次に左足を、膝から下を伸ばして（つま先が私の手に触れるように）前方に挙げてください」 
 

(4) 異なった選択が生じやすい点 

対象者の状況 誤った選択 正しい選択と留意点等 
目的とする動作は行

えるが、感覚障害とし

ての冷感、しびれ感が

「2.左上肢」にある。

「2.左上肢」 「2.左上肢」は「1.ない」を選択する。 
感覚障害としての冷感、しびれ感があるだけで

は麻痺等は「1.ない」を選択する。 
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評価軸 ：③有無 

１－２ 

拘縮の有無 

１．な い 

２．肩関節 

３．股関節 

４．膝関節 

５．その他（四肢の欠損） 

(1) 調査項目の定義 

「拘縮の有無」を評価する項目である。 
ここでいう「拘縮」とは、対象者が可能な限り力を抜いた状態で他動的に四肢の関節を動かした時

に、関節の動く範囲が著しく狭くなっている状況をいう。 

(2) 選択肢の選択基準 

「１．ない」 

・四肢の関節の動く範囲の制限がない場合は、「1.ない」とする。 

 

「2.肩関節」、「3.股関節」、「4.膝関節」 

・複数の部位に関節の動く範囲の制限がある場合は「2.肩関節」「3.股関節」「4.膝関節」のうち、

複数を選択する。他動的に動かしてみて制限がある場合が該当し、自力では動かせないという

状態だけでは該当しない。 

・左右のいずれかに制限があれば「制限あり」とする。 

 

「5．その他（四肢の欠損）」 

・四肢の欠損がある場合にのみ「5.その他（四肢の欠損）」を選択する。 

・「5.その他（四肢の欠損）」を選択した場合は、必ず部位や状況等について具体的に「特記事項」

に記載する。 
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(3) 調査上の留意点及び特記事項の記載例 

疼痛のために関節の動く範囲に制限がある場合も含まれる。 
福祉用具（補装具や介護用品等）や器具類を使用している場合は、使用している状況で選択する。 
筋力低下については、「1-1 麻痺等の有無」において評価する。 
あくまでも、他動運動により目的とする確認動作ができるか否かにより選択するものであり、「主

治医意見書」の同様の項目とは、選択基準が異なることもある。 
四肢の欠損がある場合は「5.その他（四肢の欠損）」を選択する。ただし、「手指、足趾」の欠損は

該当しない。 
四肢以外の拘縮および欠損は該当しない。 
日常生活上での支障に関しては評価しない。支障がある場合は、特記事項に記載する。 
 

① 調査対象者に実際に行ってもらった場合 

調査対象者に実際に行ってもらった状況と、調査対象者や介護者から聞き取りした日頃の状況とが

異なる場合は、調査対象者に実際に行ってもらった状況で選択する。 
その場合、調査対象者に実際に行ってもらった状況と、日頃の状況の違い、選択した根拠等につい

て、具体的な内容を「特記事項」に記載する。 
「拘縮の有無」については、傷病名、疾病の程度、関節の左右や関節の動く範囲の制限の程度、調

査対象者の意欲等にかかわらず、他動運動により目的とする確認動作（図 2-1 から図 2-8）ができる

か否かにより確認する。 
 

② 調査対象者に実際に行ってもらえなかった場合 

調査対象者に実際に行ってもらえなかった場合は、その理由や状況について、具体的な内容を「特

記事項」に記載する。 
一定期間（調査日より概ね過去１週間）の状況において、より頻回に見られる状況や日頃の状況で

選択する。 
また、調査対象者や介護者からの聞き取り内容、選択した根拠等についても、具体的な内容を「特

記事項」に記載する。 
 

◆特記事項の例◆ 
重度の寝たきりで、意識障害があり意思疎通ができず、四肢の関節を動かそうとしたら顔をし
かめて苦しそうな表情をしたため、確認動作を行わなかった。家族に、「関節の動く範囲の制
限の有無の確認方法」に示す動作が行えるかどうか確認し、全てできるということで、「拘縮
の有無」は全て「1．ない」を選択する。 

 

◆特記事項の例◆ 
調査時、体調が少し悪く、関節等の痛みがあるとのことで、調査対象者に実際に行ってもらえ
なかった。調査対象者と家族に、「関節の動く範囲の制限の有無の確認方法」に示す動作が行
えるかどうか確認し、全てできるということで、「拘縮の有無」は全て「1．ない」を選択する。 
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 ◆関節の動く範囲の制限の有無の確認方法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 測定（検査）内容： 「2．肩関節」は、前方あるいは横のいずれかに可動域制限がある場合を「制

限あり」とする。 

  
（図 2-1） 

 

  
    （図 2-1-1） 

肩の高さくらいまで腕（上肢）を上げることができれば「制限なし」とする。 
円背の場合には、あごの高さくらいまで腕（上肢）を上げることができれば「制限なし」とする。

  
（図 2-2） 

 
肩の高さくらいまで腕（上肢）を上げることができれば

「制限なし」とする。 
＜仰臥位の場合＞ 
仰向けで寝たまま（仰臥位）の場合、左右の肩を結んだ

高さまで腕（上肢）を動かすことができない、もしくは、

前方に腕を挙上することができなければ「制限あり」とす

る。 
 
 

【注意点】 

確認時には、本人または家族の同意の上で、対象部位を軽く持ち、動作の

開始から終了までの間に４～５秒程度の時間をかけてゆっくり動かして確

認を行う。調査対象者が痛みを訴える場合は、それ以上は動かさず、そこ

までの状況で選択を行う。 

90 度程度曲がれば「制限なし」となるため、調査対象者の状態に十分注意

し、必要以上に動かさないようにしなくてはならない。 

動かすことが危険と判断される場合は、確認は行わない。 
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「3．股関節」は、屈曲または外転のどちらかに可動域制限がある場合を制限ありとする。 
図 2-3 と図 2-4 もしくは図 2-5 のいずれかができなければ「制限あり」とする。 
 
 

（図 2-3） 

 
仰向けに寝た姿勢（仰臥位）で膝を曲げた

ままで、股関節が直角（90 度）程度曲がれ

ば「制限なし」とする。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

（図 2-4） 
 

 
仰向けに寝た姿勢（仰臥位）あるいは座位

で、膝が閉じた状態から見て、膝の内側を

25cm 程度開く（はなす）ことができれば「制

限なし」とする。O 脚等の膝が閉じない場合

であっても、最終的に開いた距離が 25cm 程

度あるかどうかで選択を行う。本確認動作

は、膝を外側に開くことができるかを確認す

るためのものであり、内側への運動に関して

は問わない。 
※ なお、25cm 程度とは拳 2 個分あるいは A4 ファイ

ルの短いほうの長さ 
 

（図 2-5） 
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「４．膝関節」は、伸展もしくは屈曲方向のどちらかに可動域に制限がある場合を制限ありとする。 
 

  
  

 
  
 
 

 
 

 
 

 
膝関節をほぼ真っ直ぐ伸ばし

た状態から90°程度他動的

に曲げることができない場合

に「制限あり」とする。  
座位、うつ伏せで寝た姿勢（腹

臥位）、仰向けに寝た姿勢（仰

臥位）、のうち、調査対象者に

最も負担をかけないいずれか

一つの方法で確認できればよ

い。 
 

(4) 異なった選択が生じやすい点 

対象者の状況 誤った選択 正しい選択と留意点等 
「2.肩関節」は、他動

的に動かせば動くが、

自分では関節の動く

範囲の制限がある。 

「2.肩関節」 「2.肩関節」は該当しない。 
他動的に動かしてみて制限がある場合が該当し、

自力では動かせないという状態だけでは該当しな

いため、他の関節にも拘縮がない場合「1．ない」

を選択する。 
腰椎や頚椎等に関節

の動く範囲の制限が

ある。 

「5.その他」 「5.その他」は該当しない。 
腰椎や頚椎等に関節の動く範囲の制限がある場合

であっても、四肢の欠損がなければ「5.その他」

には該当しない。「特記事項」にその部位と状況を

具体的に記載する。 

（図2-7） 

（図2-8） 

（図2-6） 
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評価軸 ：①能力 

1-3 

寝返り 
1.つかまらないでできる 

2.何かにつかまればできる 

3.できない 

(1) 調査項目の定義 

「寝返り」の能力を評価する項目である。 
ここでいう「寝返り」とは、きちんと横向きにならなくても、横たわったまま左右のどちらかに身

体の向きを変え、そのまま安定した状態になることが自分でできるかどうか、あるいはベッド柵、サ

イドレールなど何かにつかまればできるかどうかの能力である。 
調査対象者に実際に行ってもらう、あるいは調査対象者や介護者からの聞き取り内容で選択する。 
身体の上にふとん等をかけない時の状況で選択する。 

 

(2) 選択肢の選択基準 

「１．つかまらないでできる」 

・何にもつかまらないで、寝返り（片側だけでもよい）が自力でできる場合をいう。 

・仰向けに寝ることが不可能な場合に、横向きに寝た状態（側臥位）から、うつ伏せ（腹臥位）

に向きを変えることができれば、「1.つかまらないでできる」を選択する。 

・認知症等で声かけをしない限りずっと同じ姿勢をとり寝返りをしないが、声をかければゆっく

りでも寝返りを自力でする場合、声かけのみでできれば「1.つかまらないでできる」を選択す

る。 

 

「2. 何かにつかまればできる」 

・ベッド柵、ひも、バー、サイドレール等、自分の体以外の何かにつかまれば自力で寝返りがで

きる場合をいう。 

 

「3．できない」 

・介助なしでは、自力で寝返りができない等、寝返りに介助が必要な場合をいう。 

 

(3) 調査上の留意点及び特記事項の記載例 

① 調査対象者に実際に行ってもらった場合 

側臥位から腹臥位や、きちんと横向きにならなくても横たわったまま左右どちらか（片方だけでよ

い）に向きを変えられる場合は、「1.つかまらないでできる」を選択する。 



 

 

第 1 群  1-3 寝返り（能力） 

42

調査対象者に実際に行ってもらった状況と、調査対象者や介護者から聞き取りした日頃の状況とが

異なる場合は、調査対象者に実際に行ってもらった状況で選択する。 
その場合、調査対象者に実際に行ってもらった状況と、日頃の状況の違い、選択した根拠等につい

て、具体的な内容を「特記事項」に記載する。 
 

◆特記事項の例◆ 
調査時には、ベッド柵につかまれば自力で「寝返り」ができたため、「2.何かにつかまればで
きる」を選択する。しかし、家族の話では、めまいがひどい日があり（1/週程度）、「3.できな
い」状態になることがあるとのこと。 

 

② 調査対象者に実際に行ってもらえなかった場合 

調査対象者に実際に行ってもらえなかった場合は、その理由や状況について、具体的な内容を「特

記事項」に記載する。 
一定期間（調査日より概ね過去１週間）の状況において、より頻回に見られる状況や日頃の状況で

選択する。 
また、調査対象者や介護者からの聞き取り内容、選択した根拠等についても、具体的な内容を「特

記事項」に記載する。 
 

◆特記事項の例◆ 
調査時、体調が少し悪いとのことで、調査対象者に実際に行ってもらえなかった。家族の話で
は、何かにつかまっても自力で「寝返り」ができないということであったので、「3.できない」
を選択する。 

 

③ 福祉用具（補装具や介護用品等）や器具類を使用している場合 

福祉用具（補装具や介護用品等）や器具類を使用している場合は、使用している状況で選択する。 
 

◆特記事項の例◆ 
ベッド柵に紐をつけて、その紐につかまって自力で「寝返り」ができているため、「2.何かに
つかまればできる」を選択する。 

 

(4) 異なった選択が生じやすい点 

対象者の状況 誤った選択 正しい選択と留意点等 
誰かにベッド柵を持た

せてもらえれば、ベッ

ド柵につかまって自力

で寝返りができる。 

「3.できない」 「2.何かにつかまればできる」を選択する。 
ベッド柵を持たせてもらった後の状況で選択

する 

下半身の麻痺があり、上

半身だけならば、何にも

つかまらないで、寝返り

が自力でできる。 

「3.できない」 「1.つかまらないでできる」を選択する。 
横たわったまま左右どちらかに向きを変えて

いれば、「寝返り」ができると選択する。 
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評価軸 ：①能力 

1-4 

起き上がり 
1.つかまらないでできる 

2.何かにつかまればできる 

3.できない 

(1) 調査項目の定義 

「起き上がり」の能力を評価する項目である。 
ここでいう「起き上がり」とは、身体の上に布団をかけないで寝た状態から上半身を起こすことが

できるかどうかの能力である。 
身体の上にふとん等をかけない時の状況で選択する。 
調査対象者に実際に行ってもらう、あるいは調査対象者や介護者からの聞き取り内容から、選択す

る。 
 

(2) 選択肢の選択基準 

「１．つかまらないでできる」 

・何にもつかまらないで自力で起き上がることができる場合をいう。習慣的にベッド上に手や肘

をつきながら起き上がる場合も含まれる。 

 

「2. 何かにつかまればできる」 

・ベッド柵、ひも、バー、サイドレール等、自分の身体以外の何かにつかまれば自力で起き上が

りができる場合をいう。 

 

「3．できない」 

・介助なしでは自力で起き上がることができない等、起き上がりに介助が必要な場合をいう。途

中まで自分でできても最後の部分で介助が必要である場合も含まれる。 

 

(3) 調査上の留意点及び特記事項の記載例 

寝た状態から上半身を起こす行為を評価する項目であり、うつ伏せになってから起き上がる場合等、

起き上がりの経路については限定しない。 
自分の膝の裏をつかんで、反動を付けて起き上がれる場合は、「1．つかまらないでできる」を選択

する。 
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① 調査対象者に実際に行ってもらった場合 

調査対象者に実際に行ってもらった状況と、調査対象者や介護者から聞き取りした日頃の状況とが

異なる場合は、調査対象者に実際に行ってもらった状況で選択する。 
その場合、調査対象者に実際に行ってもらった状況と、日頃の状況の違い、選択した根拠等につい

て、具体的な内容を「特記事項」に記載する。 
常時、ギャッチアップの状態にある場合は、その状態から評価し、調査対象者に実際に行ってもら

った状況と、日頃の状況の違い、選択した根拠等について、具体的な内容を「特記事項」に記載する。 
 

◆特記事項の例◆ 
調査時には、ベッド柵につかまれば自力で「起き上がり」ができたため、「2.何かにつかまれ
ばできる」を選択する。しかし、家族の話では、めまいがひどい日があり（1/週）、「3.できな
い」状態になることがあるとのこと。 

 

② 調査対象者に実際に行ってもらえなかった場合 

調査対象者に実際に行ってもらえなかった場合は、その理由や状況について、具体的な内容を「特

記事項」に記載する。 
一定期間（調査日より概ね過去１週間）の状況において、より頻回に見られる状況や日頃の状況で

選択する。 
また、調査対象者や介護者からの聞き取り内容、選択した根拠等についても、具体的な内容を「特

記事項」に記載する。 
 

◆特記事項の例◆ 
調査時、体調が少し悪いとのことで、調査対象者に実際に行ってもらえなかった。家族の話で
は、何かにつかまっても自力で「起き上がり」ができないということで、「3.できない」を選
択する。 

 

③ 福祉用具（補装具や介護用品等）や器具類を使用している場合 

補装具を使用している場合は、使用している状況で選択する。ギャッチアップ機能がついている電

動ベッド等の場合はこれらの機能を使わない状態で評価する。 
 

（4）異なった選択が生じやすい点 

対象者の状況 誤った選択 正しい選択と留意点等 
自分の膝の裏をつか

んで、反動を付けて起

き上がることができ

る。 

「2.何かにつかまれ

ばできる」 
「１．できる」を選択する。 
自分の身体につかまってできる場合は、「1.で
きる」を選択する。 
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評価軸 ：①能力 

1-5 

座位保持 

1.できる 

2.自分の手で支えればできる 

3.支えてもらえればできる 

4.できない 

(1) 調査項目の定義 

「座位保持」の能力を評価する項目である。 
ここでいう「座位保持」とは、背もたれがない状態での座位の状態を１分間程度保持できるかどう

かの能力である。 
調査対象者に実際に行ってもらう、あるいは調査対象者や介護者からの聞き取り内容で選択する。 
 

(2) 選択肢の選択基準 

「１．できる」 

・背もたれや介護者の手による支えがなくても、座位の保持が自力でできる場合をいう。 

・下肢の欠損等により床に足をつけることが不可能な場合であっても座位保持ができる場合に

は、「1.できる」を選択する。 

・下肢が欠損しているが日頃から補装具を装着しており、できる場合は「1.できる」を選択する。

 

「2. 自分の手で支えればできる」 

・背もたれは必要ないが、手すり、柵、坐面、壁を自分の手で支える必要がある場合をいう。 

 

「3．支えてもらえればできる」 

・背もたれがないと座位が保持できない、あるいは、介護者の手で支えていないと座位が保持で

きない場合をいう。 

 

「4.できない」 

・背もたれを用いても座位が保持できない場合をいう。具体的には、以下の状態とする。 

・長期間（おおむね 1 ヶ月）にわたり水平な体位しかとったことがない場合。 

・医学的理由（低血圧等）により座位保持が認められていない場合。 

・背骨や股関節の状態により体幹の屈曲ができない状態の場合。 
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(3) 調査上の留意点及び特記事項の記載例 

寝た状態から座位に至るまでの行為は含まない。 
畳上の生活で、いすに座る機会がない場合は、畳上の座位や、洋式トイレ、ポータブルトイレ使用

時の座位の状態で選択する。 
長座位、端座位など、座り方は問わない。 
大腿部（膝の上）に手で支えて座位保持ができている場合は「1.できる」を選択する。 
ビーズクッション等で支えていないと座位が保持できない場合は、「3.支えてもらえればできる」を

選択する。 
電動ベッドや車いす等の背もたれを支えとして座位保持ができている場合は、「3.支えてもらえれば

できる」を選択する。 
 

① 調査対象者に実際に行ってもらった場合 

調査対象者に実際に行ってもらった状況と、調査対象者や介護者から聞き取りした日頃の状況とが

異なる場合は、調査対象者に実際に行ってもらった状況で選択する。 
その場合、調査対象者に実際に行ってもらった状況と、日頃の状況の違い、選択した根拠等につい

て、具体的な内容を「特記事項」に記載する。 
 

◆特記事項の例◆ 
調査時は、背もたれがない椅子に、支えなく「座位保持」ができたため、「1.できる」を選択
する。しかし、家族の話では、起床時のみ「3.支えてもらえればできる」の状態になるとのこ
と。 

 

② 調査対象者に実際に行ってもらえなかった場合 

調査対象者に実際に行ってもらえなかった場合は、その理由や状況について、具体的な内容を「特

記事項」に記載する。 
一定期間（調査日より概ね過去１週間）の状況において、より頻回に見られる状況や日頃の状況で

選択する。 
また、調査対象者や介護者からの聞き取り内容、選択した根拠等についても、具体的な内容を「特

記事項」に記載する。 
 

◆特記事項の例◆ 
起き上がると少しめまいがするとのことであったため、調査対象者に実際に行ってもらえなか
った。利用しているデイサービスと、受診時の待合室での状況から、「2.自分の手で支えれば
できる」を選択する。 

 

③ 福祉用具（補装具や介護用品等）や器具類を使用している場合 

福祉用具（補装具や介護用品等）や器具類を使用している場合は、使用している状況で選択する。 
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◆特記事項の例◆ 
車いすを使用しているが、背もたれを身体の支えとしてはいないため、「座位保持」が「1.で
きる」を選択する。 

 

(4) 異なった選択が生じやすい点 

対象者の状況 誤った選択 正しい選択と留意点等 
背もたれやクッショ

ンに寄り掛かかれば、

「座位保持」ができ

る。 

「4.できない」 「3.支えてもらえればできる」を選択する。 
「支え」とは、介護者の支えだけでなく背もた

れやクッションに寄り掛かることも含まれる。
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評価軸 ：①能力 

1-6 

両足での 

立位保持 

1.支えなしでできる 

2.何か支えがあればできる 

3.できない 

(1) 調査項目の定義 

「両足での立位保持」の能力を評価する項目である。 
ここでいう「両足での立位保持」とは、立ち上がった後に、平らな床の上で立位を 10 秒間程度保

持できるかどうかの能力である。 
調査対象者に実際に行ってもらう、あるいは調査対象者や介護者からの聞き取り内容で選択する。 
 

(2) 選択肢の選択基準 

「１．支えなしでできる」 

・何にもつかまらないで立っていることができる場合をいう。 

 

「2.何か支えがあればできる」 

・壁、手すり、いすの背、杖等、自分の身体以外の何かにつかまると立位保持が可能な場合をい

う。 

 

「3．できない」 

・自分ではものにつかまっても立位を保持できないが、介護者の手で常に身体を支えれば立位保

持できる、あるいは、どのような状況であってもまったく立位保持ができない場合をいう。 

・寝たきりで明らかに立位をとれない場合も含まれる。 

 

(3) 調査上の留意点及び特記事項の記載例 

立ち上がるまでの行為は含まない。 
片足が欠損しており、義足を使用していない人や拘縮で床に片足がつかない場合は、片足での立位

保持の状況で選択する。 
膝につかまるなど、自分の体につかまり立位保持ができる場合は、「1．支えなしでできる」を選択

する。 
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① 調査対象者に実際に行ってもらった場合 

調査対象者に実際に行ってもらった状況と、調査対象者や介護者から聞き取りした日頃の状況とが

異なる場合は、調査対象者に実際に行ってもらった状況で選択する。 
その場合、調査対象者に実際に行ってもらった状況と、日頃の状況の違い、選択した根拠等につい

て、具体的な内容を「特記事項」に記載する。 
 

◆特記事項の例◆ 
調査時には、何の支えもなく自力で「両足での立位保持」ができたため、「1.できる」を選択
する。しかし、家族の話では、起床時にのみ「2.何か支えがあればできる」の状態になること
があるとのこと。 

 
◆特記事項の例◆ 
片足の欠損があり、床に片足しかつかないが、何にもつかまらずに自力で立位保持ができたた
め、｢1.支えなしでできる」を選択する。 

 

② 調査対象者に実際に行ってもらえなかった場合 

調査対象者に実際に行ってもらえなかった場合は、その理由や状況について、具体的な内容を「特

記事項」に記載する。 
一定期間（調査日より概ね過去１週間）の状況において、より頻回に見られる状況や日頃の状況で

選択する。 
また、調査対象者や介護者からの聞き取り内容、選択した根拠等についても、具体的な内容を「特

記事項」に記載する。 
 

◆特記事項の例◆ 
調査時、体調が少し悪いとのことで、調査対象者に実際に行ってもらえなかった。家族の話で
は、膝に手をついて支えながら「立位保持」ができているということで、「1 支えなしででき
る」を選択する。 

 

(4) 異なった選択が生じやすい点 

対象者の状況 誤った選択 正しい選択と留意点等 
極度の円背のため、自

分の両膝に手を置い

て二つ折れの状態で

しか立っていられな

い。 

「2.何か支えがあれ

ばできる」 
「1 支えなしでできる」を選択する。 
壁や手すり等の代替として、膝につかまるな

ど、自分の体につかまり立位保持ができる場合

も、「1 支えなしでできる」を選択する。 

片足が欠損しており、

義足を使用していな

いため、床に片足しか

つかないが、その状態

での立位保持は、支え

なしでできる。 

「3.できない」 ｢1.支えなしでできる」を選択する。 
片足が欠損しており、義足を使用していない場

合や、拘縮で床に片足がつかない場合は、片足

での立位保持の状況で選択する。 
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評価軸 ：①能力 

1-7 

歩行 
1.つかまらないでできる 

2.何かにつかまればできる 

3.できない 

(1) 調査項目の定義 

「歩行」の能力を評価する項目である。 
ここでいう「歩行」とは、立った状態から継続して歩くことができるかどうかの能力である。 
立った状態から継続して（立ち止まらず、座り込まずに）５ｍ程度歩ける能力があるかどうかで選

択する。調査対象者に実際に行ってもらう、あるいは調査対象者や介護者からの聞き取り内容で選択

する。 
 

(2) 選択肢の選択基準 

「１．つかまらないでできる」 

・支えや日常的に使用する器具・器械なしに自分で歩ける場合をいう。 

・視力障害者のつたい歩きも含まれる。 

・視力障害があり、身体を支える目的ではなく方向を確認する目的で杖を用いている場合は、「1.
つかまらないでできる」を選択する。 

 

「2. 何かにつかまればできる」 

・杖や歩行器等を使用すれば歩ける、壁に手をかけながら歩ける場合等身体以外の何かにつかま

ると歩行が可能な場合をいう。 

・片方の腕を杖で、片方の腕を介護者が支えれば歩行できる場合は、「2.何かにつかまればでき

る」を選択する。 

 

「3.できない」 

・何かにつかまったり、支えられても歩行が不可能であるため、車いすを使用しなければならな

い、どのような状況であっても歩行ができない場合をいう。寝たきり等で歩行することがない

場合、あるいは、歩行可能であるが医療上の必要により歩行制限が行われている場合も含まれ

る。 

・「歩行」については、５ｍ程度歩けるかどうかについて評価する項目であり、「２ｍから３ｍ」

しか歩けない場合は「歩行」とはとらえないため、「3.できない」を選択する。 
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(3) 調査上の留意点及び特記事項の記載例 

歩幅や速度、方向感覚や目的等は問わない。 
リハビリの歩行訓練時には、平行棒の間を５ｍ程度歩行できていてもリハビリの訓練中は一般的に

は日頃の状況ではないと考える。 
心肺機能の低下等のため、主治医より軽い労作も禁じられている等で、５ｍ程度の歩行を試行する

ことができない場合には、「3.できない」を選択する。 
両足切断のため、屋内の移動は両手で行うことができても、立位をとることができない場合は、歩

行は「できない」を選択する。 
 

① 調査対象者に実際に行ってもらった場合 

調査対象者に実際に行ってもらった状況と、調査対象者や介護者から聞き取りした日頃の状況とが

異なる場合は、調査対象者に実際に行ってもらった状況で選択する。 
その場合、調査対象者に実際に行ってもらった状況と、日頃の状況の違い、選択した根拠等につい

て、具体的な内容を「特記事項」に記載する。 
 

◆特記事項の例◆ 
１ｍ程度ずつ、立ち止まらないと５ｍ程は歩くことができないため、「３．できない」を選択する。 

 

② 調査対象者に実際に行ってもらえなかった場合 

調査対象者に実際に行ってもらえなかった場合は、その理由や状況について、具体的な内容を「特

記事項」に記載する。 
一定期間（調査日より概ね過去１週間）の状況において、より頻回に見られる状況や日頃の状況で

選択する。 
また、調査対象者や介護者からの聞き取り内容、選択した根拠等についても、具体的な内容を「特

記事項」に記載する。 
 

◆特記事項の例◆ 
調査時、体調が少し悪いとのことで、実際に行ってもらえなかった。家族の話では、壁や家具
につかまりながらであれば、自力で「歩行」ができるということで、「2.何かにつかまればで
きる」を選択する。 

 

③ 補装具を使用している場合 

補装具を使用している場合は、使用している状況で選択する。 
 

④ 福祉用具を使用している場合 

杖や歩行器等を使用する場合は、「2．何かにつかまればできる」を選択する。 
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(4) 異なった選択が生じやすい点 

対象者の状況 誤った選択 正しい選択と留意点等 
日常の生活上では、

「歩行」は何かにつか

まってもできないが、

リハビリの歩行訓練

時には、平行棒の間を

つかまりながら、５ｍ

程度は歩行できてい

る。 

「2.何かにつかまれ

ばできる」 
「3.できない」を選択する。 
リハビリの歩行訓練時には、平行棒の間を５ｍ

程度歩行できていてもリハビリの訓練中は一

般的には日頃の状況ではないと判断する。 

心肺機能の低下等に

より、室内を歩くだけ

で呼吸困難等を起こ

すため、途中で座り込

み休憩しつつ、何かに

つかまれば５ｍ歩く

ことができる。 

「2.何かにつかまれ

ばできる」 
「3.できない」を選択する。 
途中で座り込み休憩しないと連続して５ｍ歩

くことができない場合は、「3.できない」を選

択する。 
 

自分の膝に手を置い

て、ゆっくり歩き、５

ｍ歩行するのを確認

した。 

「2.何かにつかまれ

ばできる」 
「１．できる」を選択する。 
自分の身体につかまってできる場合は、「1.で
きる」を選択する。 
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評価軸 ：①能力 

1-8 

立ち上がり 
1.つかまらないでできる 

2.何かにつかまればできる 

3.できない 

(1) 調査項目の定義 

「立ち上がり」の能力を評価する項目である。 
ここでいう「立ち上がり」とは、いすやベッド、車いす等に座っている状態から立ち上がる行為を

行う際に（床からの立ち上がりは含まない）、ベッド柵や手すり、壁等につかまらないで立ち上がる

ことができるかどうかの能力である。 
膝がほぼ直角に屈曲している状態からの立ち上がりができるかどうかで選択する。 
調査対象者に実際に行ってもらう、あるいは調査対象者や介護者からの聞き取り内容で選択する。 
 

(2) 選択肢の選択基準 

「１．つかまらないでできる」 

・いす、ベッド、車いす等に座っている状態から立ち上がる際に、ベッド柵、手すり、壁等何に

もつかまらないで、立ち上がる行為ができる場合をいう。 

 

「2. 何かにつかまればできる」 

・ベッド柵、手すり、壁等自分の身体以外につかまれば立ち上がる行為ができる場合をいう。介

護者の手で引き上げられる状況ではなく、支えがあれば基本的に自分で立ち上がることができ

る場合も含まれる。 

 

「3.できない」 

・自分ではまったく立ち上がることができない場合をいう。体の一部を介護者が支える、介護者

の手で引き上げるなど、介助がないとできない場合も含まれる。 

 

(3) 調査上の留意点及び特記事項の記載例 

寝た状態から座位に至るまでの行為は含まない。 
畳上の生活で、いすに座る機会がない場合は、洋式トイレ、ポータブルトイレ使用時や、受診時の

待合室での状況等の状態で選択する。 
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① 調査対象者に実際に行ってもらった場合 

調査対象者に実際に行ってもらった状況と、調査対象者や介護者から聞き取りした日頃の状況とが

異なる場合は、調査対象者に実際に行ってもらった状況で選択する。 
その場合、調査対象者に実際に行ってもらった状況と、日頃の状況の違い、選択した根拠等につい

て、具体的な内容を「特記事項」に記載する。 
 

◆特記事項の例◆ 
調査時には、ベッドサイドに取り付けられた移乗バーにつかまれば自力で「立ち上がり」がで
きたため、「2.何かにつかまればできる」を選択する。 

 

② 調査対象者に実際に行ってもらえなかった場合 

調査対象者に実際に行ってもらえなかった場合は、その理由や状況について、具体的な内容を「特

記事項」に記載する。 
一定期間（調査日より概ね過去１週間）の状況において、より頻回に見られる状況や日頃の状況で

選択する。 
また、調査対象者や介護者からの聞き取り内容、選択した根拠等についても、具体的な内容を「特

記事項」に記載する。 
 

◆特記事項の例◆ 
畳上の生活で椅子に座る機会がなく、自宅には椅子もないとのことで、調査対象者に実際に行
ってもらえなかった。利用しているデイサービスと、受診時の待合室での状況から、「2.何か
につかまればできる」を選択する。 

 

(4) 異なった選択が生じやすい点 

対象者の状況 誤った選択 正しい選択と留意点等 
自分の膝に手をつい

て、上肢に力を入れて

立ち上がる。 

「2.何かにつかまれ

ばできる」 
「1.できる」を選択する。 
自分の身体にのみつかまって立ち上がること

ができれば、「1.できる」を選択する。 
椅子の座面に手をつ

いて、上肢に力をいれ

て立ち上がる。 

「2.何かにつかまれ

ばできる」 
「1.できる」を選択する。 
立ち上がる際に、手は座面から離れることか

ら、「1.できる」を選択する。 
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評価軸 ：①能力 

1-9 

片足での立位 
1.支えなしでできる 

2.何か支えがあればできる 

3.できない 

(1) 調査項目の定義 

「片足での立位」の能力を評価する項目である。 
ここでいう「片足での立位」とは、立ち上がるまでに介助が必要か否かにかかわりなく、平らな床

の上で、自分で左右いずれかの片足を上げた状態のまま立位を保持する（平衡を保てる）ことができ

るかどうかの能力である。 
平らな床の上で、自分で左右いずれかの片足を上げた状態のまま 1 秒間程度、立位を保持できるか

どうかで選択する。 
調査対象者に実際に行ってもらう、あるいは調査対象者や介護者からの聞き取り内容で選択する。 
 

(2) 選択肢の選択基準 

「１．支えなしでできる」 

・何もつかまらないで、いずれか一側の足で立っていることができる場合をいう。 

 

「2. 何か支えがあればできる」 

・壁や手すり、いすの背など、何かにつかまるといずれか一側の足で立っていることができる場

合をいう。 

 

「3．できない」 

・自分では片足が上げられない、自分の手で支えるのではなく、介護者によって支えられた状態

でなければ片足を上げられない、あるいは、どのような状況であってもまったく片足で立って

いることができない場合をいう。 

 

(3) 調査上の留意点及び特記事項の記載例 

立ち上がるまでの能力については含まない。 
 

① 調査対象者に実際に行ってもらった場合 

調査対象者に実際に行ってもらった状況と、調査対象者や介護者から聞き取りした日頃の状況とが

異なる場合は、調査対象者に実際に行ってもらった状況で選択する。 
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その場合、調査対象者に実際に行ってもらった状況と、日頃の状況の違い、選択した根拠等につい

て、具体的な内容を「特記事項」に記載する。 
 

◆特記事項の例◆ 
家族は、片足での立位はできないといっていたが、試行したところ、できたため「1.支えなし
でできる｣を選択する。 

 

② 調査対象者に実際に行ってもらえなかった場合 

調査対象者に実際に行ってもらえなかった場合は、その理由や状況について、具体的な内容を「特

記事項」に記載する。 
一定期間（調査日より概ね過去１週間）の状況において、より頻回に見られる状況や日頃の状況で

選択する。 
また、調査対象者や介護者からの聞き取り内容、選択した根拠等についても、具体的な内容を「特

記事項」に記載する。 
 

◆特記事項の例◆ 
調査時、体調不良とのことで、実際に行ってもらえなかった。家族の話では、手すりにつかま
っても浴槽の出入りや階段の上り下りができないとのこと。何かにつかまっても自力で「片足
での立位」はできないだろうということで、「3.できない」を選択する。 

 

③ 福祉用具（補装具や介護用品等）や器具類を使用している場合 

福祉用具（補装具や介護用品等）や器具類を使用している場合は、使用している状況で選択する。 
 

(4) 異なった選択が生じやすい点 

対象者の状況 誤った選択 正しい選択と留意点等 
視力障害者が、転倒等

の不安から杖を持っ

ている。体重を支える

ために杖を用いるこ

となく立位保持が可

能である。 

「2.何か支えがあれ

ばできる」 
｢1.支えなしでできる｣と選択する。 
杖を持っているが、支えとして全く使用してい

ないため｢1.支えなしでできる｣と選択する。 
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評価軸 ：②介助の方法 

1-10 

洗身 

1.介助されていない 

2.一部介助 

3.全介助 

4.行っていない 

(1) 調査項目の定義 

「洗身」の介助が行われているかどうかを評価する項目である。 
ここでいう「洗身」とは、浴室内（洗い場や浴槽内）で、スポンジや手拭い等に石鹸やボディシャ

ンプー等を付けて全身を洗うことをいう。 
 

(2) 選択肢の選択基準 

「１．介助されていない」 

・一連の「洗身」（浴室内で、スポンジや手拭い等に石鹸やボディシャンプー等を付けて全身を

洗うこと）の介助が行われていない場合をいう。 

 

「2. 一部介助」 

・介護者が石鹸等を付けて、体の一部を洗う等の場合をいう。 

・見守り等が行なわれている場合も含まれる。 

 

「3.全介助」 

・一連の「洗身」（浴室内で、スポンジや手拭い等に石鹸やボディシャンプー等を付けて全身を

洗うこと）の全ての介助が行われている場合をいう。 

・本人に手の届くところを「洗身」してもらった後、本人が「洗身」した個所も含めて、介護者

が全てを「洗身」しなおしている場合は、「3.全介助」を選択する。 

 

「4.行っていない」 

・日常的に「洗身」を行っていない場合をいう。 

 

(3) 調査上の留意点及び特記事項の記載例 

入浴環境は問わない。 
洗髪行為は含まない。 
入浴行為は、この項目には含まない。 
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清拭のみが行われている場合は、本人が行っているか介助者が行っているかに関わらず、「4.行って

いない」を選択する。 
 

① 朝昼夜等の時間帯や体調等によって介助の方法が異なる場合 

日によって入浴の方法・形態が異なる場合も含めて、一定期間（調査日より概ね過去１週間）の状

況において、より頻回に見られる状況や日頃の状況で選択する。 
その場合、その日頃の状況等について、具体的な内容を「特記事項」に記載する。 

 
◆特記事項の例◆ 
重度の認知症があり、少し腕をタオルでなでるが、すぐに意欲がなくなり、全く自分では「洗
身」をしなくなる。介護者が全身を「洗身」をしなおしているため「3.全介助」を選択する 

 

② 福祉用具（補装具や介護用品等）や器具類を使用している場合 

福祉用具（補装具や介護用品等）や器具類を使用している場合は、使用している状況で選択する。 
 

◆特記事項の例◆ 
自宅の浴室の住宅改修及び福祉用具等を整備しており、洗いやすい洗身ブラシの自助具も利用
して、自力で介助なしで行っているため、「1.介助されていない」を選択する。 

 

③ 調査対象の行為自体が発生しない場合 

日常的に、洗身を行っていない場合は、「4.行っていない」を選択し、その日頃の状況等について、

具体的な内容を「特記事項」に記載する。 
 

◆特記事項の例◆ 
身体的な理由ではなく、本人の意思により、自分で濡れタオルで身体を拭いている（清拭）だ
けで、入浴（洗身）を拒否しているため、「4.行っていない」を選択する。 

 

④ 常時、介助を提供する者がいない場合 

常時、介助を提供する者がいない場合、不足となっている介助に基づいて基本調査の選択を行う。 
これに該当する場合は、介助が不足と判断した根拠、選択した介助の方法の選択理由等について、

具体的な内容を「特記事項」に記載する。 
 

◆特記事項の例◆ 
独居で、介護者がおらず、本人の話では入浴は問題なく行っているとのことであるが、肩関節
に強い拘縮があること、体臭からも、介助が必要と考え「2.一部介助」を選択する。 
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⑤ 入院・入所等で本人の能力はあると思えるが介助が発生している場合 

入院・入所等で、本人の能力はあると思えても、実際に行われている介助の状況で選択する。 
入院・入所や介護者の状況等によって、本人の能力はあると思えるが介助が発生している等と思わ

れる場合は、その状況について、具体的な内容を「特記事項」に記載する。 
 

◆特記事項の例◆ 
現在、入所中であり、時間をかければ自力で「洗身」が可能であると思われ、一部は自分で洗
っているが、十分な清潔保持等の理由から、介護職員が全身を洗い直しているため、「3.全介
助」を選択する。 

 

(4) 異なった選択が生じやすい点 

対象者の状況 誤った選択 正しい選択と留意点等 
本人に手の届くとこ

ろを「洗身」してもら

い、念入りに洗身する

ためにもう一度、本人

が洗身した個所も含

めて介護者が全てを

やり直している。 

「2.一部介助」 「3.全介助」を選択する。 
本人が手の届くところは「洗身」していても、

念入りに洗身するためにもう一度、本人が洗身

した個所も含めて介護者が全てを「洗身」し直

している場合は、「3.全介助」を選択する。 
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評価軸 ：②介助の方法 

1-11 

つめ切り 
1.介助されていない 

2.一部介助 

3.全介助 

(1) 調査項目の定義 

「つめ切り」の介助が行われているかどうかを評価する項目である。 
ここでいう「つめ切り」とは、「つめ切り」の一連の行為のことで、「つめ切りを準備する」「切っ

たつめを捨てる」等を含む。 
 

(2) 選択肢の選択基準 

「１．介助されていない」 

・「つめ切り」の介助が行われていない場合をいう。 

 

「2. 一部介助」 

・一連の行為に部分的に介助が行われている場合をいう。 

・つめ切りに見守りや確認が行われている場合を含む。 

・左右どちらか片方の手のつめのみ切れる、手のつめはできるが足のつめはできない等で一部介

助が発生している場合も含む。 

 

「3.全介助」 

・一連の行為すべてに介助が行われている場合をいう。 

・介護者が、本人が行った箇所を含めてすべてやりなおす場合も含む。 

 

(3) 調査上の留意点及び特記事項の記載例 

切ったつめを捨てる以外の、つめを切った場所の掃除等は含まない。 
 

① 朝昼夜等の時間帯や体調等によって介助の方法が異なる場合 

一定期間（調査日より概ね過去１週間）の状況において、より頻回に見られる状況や日頃の状況で

選択する。 
その場合、その日頃の状況等について、具体的な内容を「特記事項」に記載する。 
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② 福祉用具（補装具や介護用品等）や器具類を使用している場合 

福祉用具（補装具や介護用品等）や器具類を使用している場合は、使用している状況で選択する。 
 

◆特記事項の例◆ 
一般の「つめ切り」の道具では自力では困難であるが、自助具の切りやすいつめ切りと、つめ
やすりを使用しており、自力で介助なしで行っているため、「1.介助されていない」を選択す
る。 

 

③ 調査対象の行為自体が発生しない場合 

四肢の全指を切断している等、つめがない場合は、介助自体が発生していないため、「1.介助されて

いない」を選択する。 
 

◆特記事項の例◆ 
四肢の全指を切断しており、つめがないため、「1.介助されていない」を選択する。 

 

④ 常時、介助を提供する者がいない場合 

常時、介助を提供する者がいない場合、不足となっている介助に基づいて基本調査の選択を行う。 
これに該当する場合は、介助が不足と判断した根拠、選択した介助の方法の選択理由等について、

具体的な内容を「特記事項」に記載する。 
 

◆特記事項の例◆ 
独居で、介護者がなく、本人の話によると介助なしに問題なくできているとのことであるが、
調査時に見た状況では、手はできているが、足は十分にできていない様子であるため「2.一部
介助」を選択する。 

 

⑤ 入院・入所等で本人の能力はあると思えるが介助が発生している場合 

入院・入所等で、本人の能力はあると思えても、実際に行われている介助の状況で選択する。 
時間をかければ介助なしで可能と考えられるが、介護者が常に全ての介助を行っている場合は、「3.

全介助」を選択する。 
本人の能力はあると思われるが入院・入所や介護者の状況等によって、介助が発生していると考え

られる場合は、その状況について、具体的な内容を「特記事項」に記載する。 
 

◆特記事項の例◆ 
ビーズのアクセサリ作りを楽しむなど、自力で「つめ切り」を行う能力はあると思われるが、
十分な清潔保持のためと、施設の介護業務の関係から、「つめ切り」の介助が行われているた
め、「3.全介助」を選択する。 
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(4) 異なった選択が生じやすい点 

対象者の状況 誤った選択 正しい選択と留意点等 
寝たきりであり、能力

は全くないと考えら

れるが、四肢の全指を

切断しており、切るつ

めがない。 

「3.全介助」 「1.介助されていない」を選択する。 
「つめ切り」を全く行っていない場合は、介助

自体が発生していないため、「1.介助されてい

ない」を選択する。 

片麻痺があり左の片

方の手のつめは切れ

るので、右の片方の手

の「つめ切り」のみ介

助が行われている。 

「3.全介助」 「2.一部介助」を選択する。 
左右どちらか片方の手のつめのみ切っていた

り、手のつめは自分で切っているが足のつめは

できない等でつめ切りの介助が発生している

場合は、「2.一部介助」を選択する。 


